
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
研
究
の
展
開

ー

居
延
新
簡
の
発
見
を
契
機
と
し
て
ー

へ

永

田

英

正

礼忠簡と徐宗簡研究の展開

は
　
じ
　
め
　
に

一　
従
来

の
諸
研
究

二
　
研

究

の

展

開

　
1
　
累
重
砦
直
官
簿

　
2
　
吏
の
任
用
と
資
産

む
す
び
に
か
え
て

は
　

じ
　

め
　

に

　
中
国
内
蒙
古
自
治
区
の
西
方
、

エ
チ
ナ
河
流
域
の
漢
代
烽
燧

の
遺
址
で
発
見
さ

れ
た

一
群
の
木
簡
を
、
居
延
漢
簡
と
総
称
し
て
い
る
。
こ
の
居
延
漢
簡
は
、
発
見

の
時
期
に
よ

っ
て
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

一
つ
は
、

一
九

三
〇
年
～
三

一
年
に
か
け
て
S

・
ヘ
デ

ィ
ン
の
率
い
る
西
北
科
学
考
査
団
の
団
員

F

・
ベ
リ
イ
マ
ン
が
発
見
し
た
約

一
万
枚

の
木
簡
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
に
は
、

一
九
七
三
年
～
七
四
年
に
か
け
て
中
国
甘
粛
省
文
物
古
研
究
所
や
甘
粛
省
博
物
館

等
に
よ

っ
て
組
織
さ
れ
た
居
延
考
古
調
査
隊
が
発
見
し
た
約
二
万
枚
の
木
簡

で
あ

る
。
そ

の
た
め
に
現
在
で
は
、
前
者
を
居
延
旧
簡
と
呼
び
、
後
者
を
居
延
新
簡
と

呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。

　
さ
て
居
延
漢
簡
が
漢
代
史
研
究
の
第

一
等
史
料
で
あ
る
こ
と
は
、
贅
言
を
要
し

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
全
体
と
し
て
極
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
が
、
し
か
し
中

に
は
単
独
で
注
目
さ
れ
る
著
名
な
木
簡
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も

の

が
、
居
延
旧
簡
中
の

一
般
に
礼
忠
簡
、
徐
宗
簡
と
称
し
て
い
る
二
枚

の
木
簡
で
あ

る
。

こ
の
二
枚
は
、
辺
境
に
勤
務
す
る
吏
の
資
産
や
家
族
構
成
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、
い
ず
れ
も
興
味
ぶ
か
い
内
容
に
よ

っ
て
内
外
の
漢
簡
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、

漢
代
史
研
究
者
の
間
で
も
広
く
知
れ
わ
た

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
よ
う
に
周
知
の
木
簡

に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
木
簡

の
作
成
目
的
や
用
途
や
働
き

等
々
を
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
木
簡

の
性
格

に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
い
ろ
い
ろ
と

論
じ
ら
れ
な
が
ら
未
だ
に
定
説
を
見
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
折
角

の
貴
重
な
史

料
も
漢
代
史
研
究
史
料
と
し
て
十
分
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
中
途
半
端
な
状

態
に
お
か
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
が
、
近
年
に
至
り
居
延
新
簡

の
発
見
に
よ

っ
て
新

た
な
展
望
が
開
け
て
き
た
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
先
ず
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡

に
つ

い
て
の
従
来

の
諸
研
究
を
概
観
し
、
つ
い
で
居
延
新
簡

に
よ
る
研
究
の
展
開
と
、

併
せ
て
関
連
す
る
問
題
点
等
を
述
べ
て
み
た
い
。
な
お
本
論
文
は

一
面
で
は
中
国

木
簡
研
究

の
研
究
史
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
研
究
の
難
し
さ
の

一
斑
を
浮

き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
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窓史

　
　
　
　

一　

従

来

の
諸

研

究

先
ず
初
め
に
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
の
各
釈
文
を
示
し
て
お
く
。
居
延
旧
簡
の
最
初

の
釈
文
で
あ
る
労
輙

『
居
延
漢
簡
考
釈
、
釈
文
之
部
』　
(
石
印
本
、
四
川
南
渓
、

一
九
四
三
年
。
排
印
本
、
上
海
商
務
印
書
館
、

一
九
四
九
年
)
に
よ
る
と
、
礼
忠

簡
は
次
の
簡
1
、
徐
宗
簡
は
同
じ
く
簡
2
の
通
り
で
あ
る
。
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小
奴
二
人
直
三
万
　
用
馬
五
匹
直
二
万
　
宅

一
区
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

簡
1

候
長
鑠
得
広
昌
里
公
乗
礼
忠
年
卅
　

　
大
婢

一
人
二
万
　
　
牛
車
二
両
直
四
千
　
田
五
頃
五
万
　

　
　
三
七

・
三
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

輅
車

一
乗
直
万
　
　
服
牛
二
六
千
　
　
　
・
凡
砦
直
十
五
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻
妻

　

　
　
宅

一
区
直
三
千

　

妻

一
人

簡
2
　
二
嘸
燧
長
居
延
西
道
里
公
乗
徐
宗
年
五
十
　
子
男

一
人
　
　
田
五
十
畝
直
五
千
　
子
男
二
人
　
　
　
　
二
四
・
一
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
同
産
二
人
　
用
牛
二
直
五
千
　
　
子
女
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
同
産
二
人
　
　
　
　
　
　
　
　

男
同
産
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
同
産
二
人

　
右

の
簡
-
礼
忠
簡

で
あ
る
が
、
上
段
簡
頭

の
候
長
は
官
職
名

で
辺
境
の
末
端
組

織

で
あ
る
燧
を
統
轄
す
る
責
任
者
、
鑠
得
広
昌
里
は
本
籍
地
、
公
乗

は
爵
位
、
礼

忠

は
姓
名

で
年
齢
は
三
十
歳
で
あ
る
こ
と
を
大
書
す
る
。

つ
い
で
第
二
段
目
以
下

に
は
奴
、
婢
、
輅
車
、
用
馬
、

牛
車
、

服
牛
、

宅
、

田
の
各
数
量
と
価
格
を
記

し
、
最
下
段
末
尾
に

「
・
凡
砦
直
十
五
万
」
と
し
て
砦
す
な
わ
ち
資
産
の
合
計
金

額
を
記
し
て
締
め
括

っ
て
い
る
。
簡
2

の
徐
宗
簡
も
礼
忠
簡
と
同
様
に
上
段
簡
頭

か
ら
徐
宗
の
官
職
名
、
本
籍
地
、
爵
位
、
姓
名
、
年
齢
を
大
書
し
、
第
二
段
目
以

下
に
は
家
族
構
成
と
人
数
お
よ
び
宅
、
田
、
用
牛

の
数
量
と
価
格
を
記
す
。
な
お

礼
忠
簡
や
徐
宗
簡
の
呼
称

は
、
い
ず
れ
も
簡
文
中

に
見
え
る
人
物

の
姓
名
か
ら
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
匍

　
さ
て
こ
の
簡
1
の
礼
忠
簡
と
簡
2
の
徐
宗
簡
を
最
初

に
注
目
し
て
取
り
上
げ
た

の
は
、

陳
槃

「由
漢
簡
中
之
軍
吏
名
籍
説
起
」　
(『
大
陸
雑
誌
』
ニ
ー
八
、　
一
九

五

一
年
。
同
氏

『
漢
晋
遺
簡
識
小
七
種
』
所
収
)

で
あ
る
。
陳
槃
氏

に
よ
る
と
、

礼
忠
簡
も
徐
宗
簡
も
と
も
に
軍
吏
の
戸
籍

で
あ
り
、
そ
こ
に
資
産
や
家
族
を
記
し

て
い
る
の
は
、
戸
籍
が
算
賦

(
人
頭
税
)
や
財
産
税
徴
収
の
基
礎
と
な

っ
た
か
ら

で
あ
る
と
す
る
。
但
し
、
人
頭
税
を
徴
収
す
る
た
め
に
は
年
齢

の
記
載
が
な
く
て

は
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
妻
子
の
年
齢

の
記
載
が
な
い
の
は
、
軍
吏

の
戸
籍
に
も

用
途
に
ょ

っ
て
幾
種
類
か
あ
り
、
こ
の
場
合
は
年
齢

に
は
重
点
が
お
か
れ
ず
、
適

宜
こ
れ
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。

　
右

の
陳
槃
説
を
批
判
し
て
自
説
を
展
開
し
た
の
が
平
中
苓
次

「居
延
漢
簡
と
漢

代
の
財
産
税
」
　
(『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
記
要
』

一
、

一
九

五

三
年
。

同
氏

『
中
国
古
代
の
田
制
と
税
法
』
所
収
)
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
先
ず
陳
槃
氏
の

戸
籍
説
に
つ
い
て
、

一
般
に
戸
籍

に
は
家
長
お
よ
び
家
族

の
本
籍
地

・
爵
位

・
氏

名

・
性
別

・
年
齢

・
形
状

・
続
柄
等
が
記
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
が
礼
忠
簡
と
徐



礼忠簡と徐宗簡研究の展開

宗
簡
と
も
に
そ
れ
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
戸
籍
説
を
否
定
す
る
。
そ
し

て
漢
代
に
は
貲
産

(
財
産
税
)
・
口
算

(
人
頭
税
)
・
緡
算

(
緡
銭
税
)
・
車
算

(
車

税
)
・
舟
算

(舟
税
)
・
畜
算

(家
畜
税
)

な
ど
銭
で
納
め
る
税
す
な
わ
ち
算
賦
が

徴
収
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
納
税
者
自
ら
が
資
産
や
家
族
の
口
数
な
ど
課
税

対
象
物

の
明
細
を
申
告
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
は
ま
さ
に

そ
の
申
告
書
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
但

し
、
徐
宗
簡
に
家
族
の
口
数
を
記
し
て
上

段
に
妻
お
よ
び
子
男

一
人

・
男
同
産

二
人

・
女
同
産

二
人
を
挙
げ
て
い
る
の
は
十

五
歳
以
上
の
人
頭
税
で
あ
る
口
算
の
課
税

対
象
者
で
あ
り
、
下
段
に
そ
の
他
に
子

男

一
人

・
子
女
二
人
を
挙
げ
て
い
る
の
は
十
四
歳
以
下
の
未
成
人

の
人
頭
税
で
あ

る
口
銭
の
課
税
対
象
者
で
あ
ろ
う
と
す

る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
礼
忠
簡
に
家
族
や

口
数
の
記
載
が
見
え
な
い
の
は
、
礼
忠

は
候
長
す
な
わ
ち
百
石
の
有
秩

の
軍
吏
で

あ

っ
て

一
般

の
民
に
課
せ
ら
れ
る
口
算
を
負
担
せ
ず
、
ま
た
家
族
も
同
様
に
口
算

を
免
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

た
。

　
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡

に
関
す
る
初
期
の
代
表
的
な
研
究
と
言
う
べ
ぎ
陳
槃
氏
と
平

中
氏
の
論
文
の
要
点
は
、
お
よ
そ
右
の
通
り
で
あ
る
。
中
で
も
平
中
氏
の
両
簡
を

以
て
算
賦
の
申
告
書
だ
と
す
る
説
は
特

に
日
本
の
研
究
者
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
そ
の
の
ち
米
田
賢
次
郎
、
宇
都
宮
清
吉
、
佐
藤
武
敏
、
楠
山
修
作
等
の
諸

　
氏
が
取
り
上
げ
て
論
じ
、
平
中
説
に
た

い
す
る
疑
問
や
問
題
点
、
更
に
は
否
定
的

な
見
解
さ
え
も
提
起
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
決
定
的
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で

冖
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
陳
槃

氏
も
平
中
氏
も
、
い
ず
れ
も
取
り
上
げ
た
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡

は
先

の
簡
1
と
簡
2

の
如
く
労
幹
氏
の
釈
文
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
た
と
い
写
真
で
あ
れ
両
簡

の
本
来
の
姿
を
全
く
知
る
こ
と
な
く
、

労
韓
氏
が
木
簡

の
隷
書
を
釈
読
し
て
楷
書
体
に
お
き
か
え
た
釈
文
を
唯

一
の
手
掛

り
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

一
九
五
七
年
に
居

延
旧
簡
の
写
真
版

(
労
韓

『
居
延
漢
簡
、
図
版
之
部
』
台
北
、
中
央
研
究
院
歴
史

語
言
研
究
所
)
が
公
刊
さ
れ
て
旧
簡
全
体
の
姿
を
見
る
に
至
り
、
そ
の
時
点
ま
で

は
全
く
知
る
こ
と
の
な
か

っ
た
事
実
が
初
め
て
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
徐

宗
簡
で
、
従
来
こ
れ
を
労
餘
氏
の
釈
文
ど
お
り
に
完
全
な
文
書
と
信
じ
込
み
、
過

去
に
さ
ま
ざ
ま
な
苦
心
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
写
真
を
見
る

と
徐
宗
簡
は
習
書
簡
す
な
わ
ち
手
習
い
を
し
た
木
簡
で
あ

っ
て
、
正
式
な
内
容

の

木
簡

で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
図
1
は
礼
忠
簡
、
図
2
は
徐
宗
簡
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
特

に
出
土
文
字
資
料
が
公
に
さ
れ
る
場
合
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

先
ず
最
初

に
釈
文
が
公
刊
さ
れ
、
そ

の
後
に
や
が
て
写
真
版
が
公
開
さ
れ
る
と
い

う

一
般
的
な
事
情

に
よ
る
も

の
で
あ
り
、

一
九
五
七
年
以
前
に
写
真
を
見
る
こ
と

が
出
来
な
か

っ
た
の
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ

っ
て
、
勿
論
研
究
者
に
は
責
任

は
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は

一
面

に
お
い
て
、
出
土
文
字
資
料
を
材
料
と
し
た

研
究
で
は
釈
文
を
重
視
し
、
釈
文

の
み
に
頼
る
と
い
う
研
究
法
に
大
き
な
落
し
穴

の
あ
る
こ
と
を
現
実
に
教
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
木
簡
研
究

の
危
険
と
難
し
さ
の

一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
慎
重
を
要
す
る
点
で
あ
る
。

　
さ
て
居
延
旧
簡
の
写
真
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
従
来

の
諸
研
究

の
再
検
討

が
迫
ら
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
勿

論
徐

宗
簡

で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
際
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
か

と
言
う
と
、
徐
宗
簡
が
習
書
簡
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
他

の
多
く
の
習
書
簡

に
見
ら
れ
る
よ
う
に

一
字
や
二
字
の
文
字
や
短
い
文
言
を
繰
り

返
し
練
習
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
或
る
様
式
に
基
づ
い
た
文
書
な
い
し

は
記
録
を
下
敷
に
習
書
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
徐
宗
簡
は
本
来
何

を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
若
し
徐
宗
簡
が
完
全
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な

99



窓史

る
内
容
、
如
何
な
る
種
類

の
文
書
も
し
く
は
記
録
で
あ

っ
た
の
か
を
改
め
て
問
い

直
す
必
要
が
生
じ
て
来
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
真
正
面
か
ら
取

り
上
げ

た

の

が
、
拙
論

「礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
に
つ
い
て
ー

…
平
中
氏
の
算
賦
申
告
書
説
の
再
検

討
l

」
　
(『東
洋
史
研
究
』

二
八
-

二

・
三
、

一
九
六
九
年
。

拙
著

『居
延
漢

簡
r
　
候
長
轢
得
広
昌
里
公
乗
礼
忠
年
卅

簡

の
研
究
』
所
収
)
で
あ
る
。
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
論
に
譲
り
、
要
点
ウ

か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
先
ず
手
続
と
し
て
、
通
行
し
て
い
る
労
靺
氏
の
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡

の
釈
文
を
、

写
真
に
照
ら
し
て
訂
正
し
た
。
そ
れ
が
次

の
簡
ゴ
、
簡
7

で
あ
る
。

小
奴
二
人
直
三
万
　
用
馬
五
匹
直
二
万
　
宅

一
区
万

大
婢

一
人
二
万
　
　
牛
車
二
両
直
四
千
　
田
五
頃
五
万

轄
車
二
乗
直
万
　
　
服
牛
二
六
千
　
　
　
・
凡
砦
直
十
五
万

簡
7
　
三
燃
燧
長
居
延
西
道
里
公
乗
徐
宗
年
五
十
　
　
　
徐
宗
年
五
十

妻
妻

　

　

　

宅

一
区
直
三
千

　

妻

　

　
　
妻

一
人

　
子
男

一
人
　
　
田
五
十
畝
直
五
千
　
男
子

一
人
　
子
男
二
人

　
男
同
産
二
人

用
牛
二
直
五
千
　
　
　
　
　
　
子
女
二
人

　
女
同
産
二
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
同
産
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
同
産
二
人

そ
し
て
問
題
の
徐
宗
簡
に
つ
い
て
は
、
筆
蹟
か
ら
し
て
同

一
人
の
手
に
な
る
も

の
だ
と
判
断
し
、
墨
色
の
濃
淡
を
時
間

の
先
後
に
よ
る
も
の
と
見
て
習
書
の
部
分

を
削
除
し
て
、
本
来
の
姿
に
修
正
し
た
。
そ
れ
が
次
の
簡
7
で
あ
る
。

Yoo

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻
　
　
　
　
　
　
宅

一
区
直
三
千

簡
21　

三
燃
燧
長
居
延
西
道
里
公
乗
徐
宗
年
五
十
　
　
　
子
男

一
人
　
　
　
田
五
十
畝
直
五
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
同
産
二
人
　
　
用
牛
二
直
五
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
同
産
二
人

　
こ
の
よ
う
な

一
連
の
手
続
の
結
果
、
徐
宗
簡
に
記
録
し
よ
う
と
し
た
の
は
燧
長

徐
宗
の
家
族
構
成
と
資
産
で
あ

っ
た
と
考
え
た
。

つ
い
で

一
部
訂
正
し
た
礼
忠
簡

(簡
11
)
と
修
正
し
た
徐
宗
簡

(簡
2,
)
に
基
づ
い
て
口
算
の
問
題
、
官
吏
と
そ

の
家
族
の
税
役
免
除

の
問
題
、
算
賦

の
問
題
、
申
告
や
算
簿
の
問
題
等
に
わ
た

っ

て
平
中
説
に
検
討
を
加
え
、
結
論
と
し
て
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
は
吏
の
資
産
や
家
族

構
成
を
記
録
し
た
様
式

の
異
な
る
二
種
類

の
吏

の
身
上
書
で
あ
り
、
平
中
説
の
如

く
こ
の
両
簡
を
以
て
財
産
税
や
人
頭
税
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
算
賦

の
申
告
書
だ
と
す

る
考
え
に
は
、
尚
問
題
が
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
軍
吏
の

戸
籍
に
も
そ
の
用
途
に
よ

っ
て
幾

つ
か
の
種
類
が
あ

っ
た
と
す
る
陳
槃
説
に
近
い

も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
右
の
拙
論
と
て
も

一
つ
の
仮
説
に
し
か
過
ぎ
ず
、
こ
れ
で
論
争
に
決
着

が

つ
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
の
性
格
を
め
ぐ

っ
て



礼忠簡と徐宗簡研究の展開

は
、
算
賦
申
告
書
説
と
吏

の
身
上
書
説

の
二
つ
が
依
然
と
し
て
並
存
し
た
ま
ま
持

ち
越
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
研
究
の
膠
着
状
態
に
展
望
を

開
い
た
の
が
、
居
延
新
簡

の
発
見
で
あ

っ
た
。

二
　
研

究

の

展

開

1
　
累
重
砦
直
官
簿

　
本
論
文
の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
や
甘

粛
省
博
物
館
等
に
よ

っ
て
組
織
さ
れ
た
居
延
考
古
調
査
隊
が

一
九
七
三
年
～
七
四

年
に
か
け
て
居
延
旧
簡

の
出
土
し
た

エ
チ
ナ
河
流
域
を
再
調
査
し
、
約

二
万
枚

の

木
簡
を
発
見
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
居
延
新
簡
で
あ
る
。
こ
の
居
延
新
簡

の
う

ち
破
城
子

(
甲
渠
候
官
遺
址
)
出
土

の
約
八
千
枚
に
つ
い
て
は
、
先
ず
釈
文

『居

延
新
簡
、

甲
渠
候
官
与
第
四
燧
』
　
(
文
物
出
版
社
)

が

一
九
九
〇
年

に
出
版
さ

れ
、
つ
い
で
一
九
九
四
年
に
至

っ
て
写
真
版

『
居
延
新
簡
、
甲
渠
候
官
』
　
(中
華

書
局
)
が
公
刊
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
中
に
問
題
の
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡

に
関
係
が

あ
る
と
推
察
さ
れ
る
表
題
簡
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
簡
3
　
第

二
燧
長
、
建
平
五
年
二
月
、
累
重
砦
直
官
簿
　
E
P
T
四
三

・
七
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

と
あ
る
累
重
砦
直
官
簿
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
第
二
燧
長
は
官
職
名
、
建
平
五
年

(
前
二
年
)
二
月
は
当
該
簿
書

の
作
成
年
月
で
あ
る
。
こ
の
累
重
砦
直
官
簿

で
何

よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
礼
忠
簡
で
見
て
き
た
砦
直
の
語
が
見
え
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
礼
忠
簡
が
簡
3
の
如
き
表
題
簡
と
関
係
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
極
め
て
有
力
な
証
拠
で
あ
る
。

次
に
累
重
で
あ
る
が
、

こ
れ
は

『
漢
書
』

六

九
、
趙
充
国
伝
に
充
国
が
屯
田
の
利
を
述
べ
た
上
奏
文
中

に

　
臣
愚
以
為
屯
田
内
有
亡
費
之
利
、
外
有
守
禦
之
備
、
騎
兵
雖
罷
、
虜
見
万
人
留

　
田
為
必
禽
之
具
、
其
土
崩
帰
徳
、

宜
不
久
矣
。

…
…
又
見
屯
田
之
土
精
兵
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ　　む

　
人
、
終
不
敢
復
将
其
累
重
還
帰
故
地

と
見
〉え
て
お
り
、　
棚麒
師
士
Hは

　
累
重
謂
妻
子
也

(累
重
は
妻
子
を
謂
う
な
り
)

と
注
を
つ
け
て
い
る
。
同
様
に

『漢
書
』
九
六
下
、
西
域
伝
下
に
も

　
桑
弘
羊
与
丞
相
御
史
奏
言
、
…
…
臣
愚
以
為
可
遣
屯
田
卒
詣
故
輪
台
以
東
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り　　む

　
田

一
歳
、
有
積
穀
、
募
民
壮
健
有
累
重
敢
徙
者
詣
田
所

と
あ
り
、
顔
師
古
の
注
に
も

　
累
重
謂
妻
子
家
属
也

(
累
重
は
妻
子
家
属
を
謂
う
な
り
)

と
あ

っ
て
、
累
重
と
は
妻
子
家
族
を
指
す
語
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
同
じ

『
漢
書
』
九
四
上
、
匈
奴
伝
上

の

　

〔天
漢
四
年
〕

漢
使
弐
師
将
軍
六
万
騎
、

歩
兵
七
万
、

出
朔
方
…
…
。

匈
奴

　
　
　
　
　
　

む　
ゆ

　
聞
、
悉
遠
其
累
重
於
余
吾
水
北

と
あ
る
累
重
に
顔
師
古
は
注
を
付
し
て

　
累
重
謂
妻
子
資
産
也

(
累
重
は
妻
子
、
資
産
を
謂
う
な
り
)

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
累
重
の
中
に
は
妻
子
の
み
な
ら
ず
貿
産
も
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
累
重
砦
直
官
簿
の
う
ち
砦
直
は
既
に
簡
1
に
よ

っ
て

不
動
産
と
動
産
を
含
む
資
産
価
額
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と

累
重

の
中
に
含
ま
れ
る
資
産
と
は

一
体
何
を
指
す
の
か
が
、
問
題
と
な
る
。
そ
こ

で
今
、
改
め
て

『漢
書
』
本
文
中
の
累
重
と
顔
師
古
注
と
を
見
て
み
る
と
、
累
重

は
い
ず
れ
も
住
ま
い
を
移
す
こ
と
に
関
係
し
て
見
え
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
注
で

累
重
を
妻
子
家
族
と
し
て
い
る
の
は
趙
充
国
伝
と
西
域
伝
で
、
前
者
は
羌
族
を
、

後
者
は
漢
人
を
対
象
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
累
重
を
妻
子
の
他
に
資
産
も
含
む

と
し
た
注
は
匈
奴
伝
で
、
し
か
も
対
象
に
な

っ
て
い
る
の
は
匈
奴
で
あ
る
。
こ
の

xoz



窓史

こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
顔
師
古

の
頭

の
中
に
は
匈
奴
即
遊
牧
生
活
と
い
う

概
念
が
あ
り
、
彼
ら
が
移
動
す
る
際
に
は
家
族
と
と
も
に
所
有
す
る
動
物
を
伴
う

と
こ
ろ
か
ら
、
動
物
を
特

に
資
産
と
捉
え
て
注
記
し
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が

っ
て
、
累
重
に
資
産
を
含
む
と
す
る
の
は
匈
奴
に
の
み
見
ら
れ
る
例
外
で

あ
り
、
私
見
よ
り
す
る
に
、
累
重
の
本
義
は
妻
子
家
族
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た

官
簿

は
、
文
字
ど
お
り
に
は
政
府

の
簿
書

の
意
味
で
あ
る
が
、　
『漢
書
』
八
四
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む　
む

霍
方
進
伝
に

「陳
威
、
逢
信
官
簿
、
皆

在
方
進
右
」
と
し
て
、
陳
成
と
逢
信
の
両

名
の
官
簿
は
い
ず
れ
も
理
方
進
の
上
位

に
あ

っ
た
、
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

か
ら
す
る
と
、
個
人
の
記
録
簿
を
官
簿

と
称
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
上

の
考
察
か
ら
、
簡
3
の
累
重
砦
直
官
簿
と
は
妻
子
家
族
と
資
産
お
よ
び
そ

の
価
額
を
記
し
た
個
人
の
記
録
簿
を
意
味
し
、
簡
3
は
全
体
と
し
て
第
二
燧
長
某

個
人
の
建
平
五
年
二
月
時
点
に
お
け
る
そ
う
し
た
記
録
簿

の
表
題
簡
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
問
題
の
徐
宗
簡

は
そ
の
記
載
内
容
か
ら
し

て
正
に
徐
宗

の
累
重
砦
直
官
簿
そ
の
も

の
で
あ
る
。
ま
た
礼
忠
簡
は
砦
直
の
み
あ

っ
て
累
重
を
欠
い
て
は
い
る
が
、
こ
れ
も
広
い
意
味
で
累
重
砦
直
官
簿

の
中
に
含

ま
れ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

　

こ
の
累
重
砦
直
に
関
係
の
あ
る
簡
は
、
居
延
新
簡
中
に
は
他
に
も
次
の
よ
う
な

も

の
が
あ
る
。

　
簡
4
　
第
卅
三
燧
長
、
始
建
国
元
年

五
月
、
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T

一
七

・
三

　
簡
5
　
始
建
国
天
宝

一
年
六
月
、
宜
之
燧
長
張
憚
、
伐
閲
宮
簿
累
重
砦
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
六

・
七
八

　
簡
6
　
口
甲
溝
、
累
重
砦
直
伐
閲
簿

Z
　
　
　
E
P
T
六
五

・
四
八
二

　
簡
7
　
始
建
国
二
年
四
月
、
丙
申
朔
丁
巳
図

　
　
　
　
　
砦
直
伐
閲
簿

一
編
、
敢
言
之
図
　
　
　
E
P
T
七

・
九

　
簡

4
も
先

の
簡
3
と
同
じ
表
題
簡

で
、

第
三
十
三
燧
長
の
始
建

国
元
年

(
九

年
)
五
月
時

の
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
と
あ
る
。
簡
5
も
表
題
簡
で
あ
る
。
始
建
国

天
宝

一

(
元
)
年

(
一
四
年
)
時

の
宜
之
燧
長
で
あ
る
張
憚
の
伐
閲
官
簿
累
重
砦

直
と
あ
る
。
簡
6
は
上
下
を
欠
い
て
い
る
が
表
題
簡
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た

甲
溝
は
甲
溝
候
官

の
こ
と
で
、
甲
渠
候
官
の
王
莽
時
代
の
称
呼
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
は
表
題
簡
と
は
言

っ
て
も
先

の
簡
3
～
5
ま
で
が
い
ず
れ
も
燧
長
個
人

の
簿
書

で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
甲
渠
候
官
と
い
う
機
関
に
所
属
す
る
該
当
者
全

員

の
記
録
を

一
括
し
た
簿
書

の
表
題
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
簡
7
は
始
建
国
二

年

(
一
〇
年
)
四
月
二
日
付
で
砦
直
伐
閲
簿

一
通
を
送
付
し
た
上
達

文
書

で
あ

る
。
出
土
地
が
破
城
子
す
な
わ
ち
甲
渠
候
官

の
遺
址
で
あ
る
か
ら
、
甲
渠
候
官

に

所
属
す
る
吏
が
候
官

に
宛
て
て
送

っ
た
も
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
甲
渠
候
官
か

ら
上
級
機
関
の
居
延
都
尉
府

に
送

っ
た
際
の
控
え
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
右

の
簡
3
か
ら
簡
7
ま
で
を
見
る
と
、
簡
3
を
除
く
他
の
4
枚

の
簡

に
は
い
ず
れ
も
伐
閲
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
伐
閲
の
語
は
史
書
の
中
に
も
見

え
て
お
り
、
た
と
え
ば

『史
記
』

一
八
、
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
序
に

　
太
史
公
日
、
古
者
人
臣
功
有
五
品
。
以
徳
立
宗
廟
定
社
稷
日
勲
、
以
言
日
労
、

　
用
力
日
功
、
明
其
等
日
伐
、
積
日
日
閲

(太
史
公
曰
く
、
古
は
人
臣
の
功
に
五

　
品
あ
り
。
徳
を
以
て
宗
潮
を
立
て
、
社
稷
を
定
め
る
を
勲
と
日
い
、
言
を
以
て

　
す
る
を
労
と
日
い
、
力
を
用
い
る
を
功
と
日
い
、
其
の
等
を
明
ら
か
に
す
る
を

　
伐
と
日
い
、
日
を
積
む
を
閲
と
日
う
)

と
あ
る
。
ま
た

『漢
書
』
六
六
、
田
千
秋
伝
に

　

田
千
秋
無
他
材
能
学
術
、
又
無
伐
閲
功
労

(
田
千
秋
は
他
の
材
能
学
術
無
く
、

　
ま
た
伐
閲
功
労
無
し
)
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礼忠簡と徐宗簡研究の展開

ど

あ
り
、
顔
師
古
は
伐
閲
に
注
を
つ
け
て

　

師
古
日
、
伐
積
功
也
、
閲
経
歴
也

(
師
古
曰
く
、
伐
は
功
を
積
む
な
り
、
閲
は

　

経
歴
な
り
)

と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た

　
簡
8
'
図
元
延
元
年
、
遠
備
甲
渠
令
史
伐
閲
簿
　
　
　
二
五
八

・
=

は
伐
閲
簿
と
い
う
簿
書
の
表
題
簡
で
あ

る
。
伐
閲
簿

に
つ
い
て
は
大
庭
脩
氏

に
研

　
究
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
伐
は
功
を
積
む
こ
と
即
ち
功
、
閲
は
日
を
積
む
こ
と

即
ち
労

(勤
務
日
数
)
と
解
釈
し
、
伐
閲
簿
と
は
功
と
労

に
基
づ
く
吏

の
経
歴
を

記
し
た
簿
書
と
す
る
。

　
簡
9
　
居
延
甲
渠
候
史
公
乗
賈
通
、
中
功

一
労

一
歳
九
月
口
日
　
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
六

・
九
九

　
簡
10
　
図
都
尉
丞
何
望
、
功

一
労
三
歳

一
月
十
日
、
北
地
北
部
鄲
候
杜
旦
、
功

　
　
　
　
　

一
労
一二
歳
口
口
　
　
　
　
三
一一工
ハ
・　
一
一二
"
ご
ご
二
宀ハ
・　
一
一
一

　
簡
9
は
個
人
の
功
と
労
を
記
し
た
も

の
、
簡
10
は
吏
の
功
と
労
を
列
記
し
た
例

で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
、
た
と
え
ば
簡
4
の
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
と
は
、
家
族

や
資
産
と
価
額

の
他

に
、
吏

の
功
と
労

と
を
記
載
し
た
簿
書
と

い
う

こ
と

に
な

る
ゆ
簡
5
と
簡
6
も
、
こ
れ
と
同
様

で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
居
延
新
簡

の
発
見
に
伴
い
累
重
砦
直
官
簿
と
い

う
簿
書
の
存
在
か
ら
、
徐
宗
簡
は
累
重
砦
直
官
簿
に
相
当
し
、
礼
忠
簡
も
広
い
意

味
で
該
簿

に
包
括
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
は
、
大
き
な
収
穫

で

あ

っ
た
。
そ
し
て
更

に
注
目
す
べ
き
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
累
重
砦
直
官
簿
が
吏

の
功
と
労
と
を
記
し
た
伐
閲
簿
と

セ
ッ
ト
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

伐
閲
は
右

に
述
べ
た
如
く
純
粋
に
吏
個
人
の
経
歴
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
吏

の
経

歴
と
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
い
る
累
重
砦
直
官
簿
は
、
税

の
申
告
や
課
税
と
は
無
関
係

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
取
り
上
げ
た
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
は

い
ず
れ
も
吏

の
身
分
や
資
格
、
更
に
は
任
用
等
に
関
係
の
あ
る
身
上
記
録
と
見
る

べ
き
性
質

の
も

の
で
あ
る
。

　
で
は
何
故
、
吏

の
身
上
記
録
の
中
に
資
産
を
記
載
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
か
。

次
節
で
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

2
　
吏
の
任
用
と
資
産

　
秦
漢
時
代
に
お
い
て
吏
に
な
る
た
め
に
は
、

一
定

の
資
産
を
有
す
る
こ
と
が
条

件
で
あ

っ
た
。
韓
信
は
家
が
貧
し
く
て
暮
ら
し
が
立
た
ず
、
人
に
寄
食
し
て
い
た

た
め
に
吏
に
な
れ
ず
、
他
方
自
作
農
出
身

の
劉
邦
は
農
業
は
性
に
合
わ
な
い
と
家

業
を
放
り
出
し
て
放
蕩
三
昧
の
生
活
に
明
け
暮
れ
な
が
ら
吏
に
取
り
立
て
ら
れ
、

溷
水
の
亭
長
と
な

っ
て
出
世
し
て
い
く

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
よ
く

伝
え
て
い
る
。

　
漢

の
景
帝

の
後
元
二
年

(前

一
四
二
年
)
に
は
、
吏

に
な
る
た
め
の
資
産

の
下

限
を

一
〇
算
か
ら
四
算
に
引
き
下
げ
る
詔
が
発
布
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『漢

蠱
目』
五
、
景
帝
紀
の
後
元
二
年
五
月
の
条
に

　
詔
日
、
人
不
患
其
不
知
、
患
其
為
詐
也
。
不
患
其
不
勇
、
患
其
為
暴
也
。
不
患

　
其
不
富
、
患
其
亡
厭
也
。
其
唯
廉
士
、
寡
欲
易
足
。
今
砦
算
十
以
上
乃
得
宦
、

　
廉
士
算
不
必
衆
。
有
市
籍
不
得
宦
、
無
砦
又
不
得
宦
、
朕
甚
愍
之
。
砦
算
四
得

　
宦
、
亡
令
廉
士
久
失
職
、
貪
夫
長
利

(
詔
し
て
曰
く
、
人

は
其

の
知
ら
ざ
る
を

　
患
え
ず
、
其
の
詐
を
為
す
を
患
え
よ
。
其

の
勇
な
ら
ざ
る
を
患
え
ず
、
其

の
暴

　
を
為
す
を
患
え
よ
。
其
の
富
ま
ざ
る
を
患
え
ず
、
其

の
厭
く
こ
と
亡
き
を
患
え

　
よ
。
其
れ
唯
だ
廉
士
は
、
欲
寡
く
し
て
足
り
易
し
。
今
、
砦
算
十
以
上
は
乃
ち

　
宦
を
得
る
も
、

廉
士
の
算
は
必
ず
も
衆
か
ら
ず
。

市
籍
有
る
も

の
は
宦
を
得

xos



窓史

　
ず
、
砦
無
け
れ
ば
又
宦
を
得
ず
、
朕
甚
だ
之
を
愍
む
。
砦
算
四
に
し
て
宦
を
得

　

せ
し
む
。
廉
士
を
し
て
久
し
く
職
を
失
わ
し
め
、
貪
夫
を
し
て
利
を
長
ぜ
し
む

　

る
こ
と
亡
か
れ
)

と
あ
り
、
顔
師
古
の
注
に
応
劭
を
引
い
て

　
応
劭

日
、
古
者
疾
吏
之
貪
、
衣
食
足
知
栄
辱
。
限
砦
十
算
乃
得
為
吏
。
十
算
、

　
十
万
也
。
賈
人
有
財
不
得
為
吏
、
廉

士
無
砦
又
不
得
宦
、
故
減
砦
四
算
得
宦
矣

　

(応
劭

曰
く
、
古

は
吏

の
貪
を
疾
む
、
衣
食
足
り
て
栄
辱
を
知
る
。
砦
を
限
り

　
十
算
に
し
て
乃
ち
吏
と
為
る
を
得
た
り
。
十
算
は
十
万
な
り
。
賈
人
は
財
有
る

　
も
吏
と
為

る
を
得
ず
、
廉
士
は
砦
無
く
又
宦
を
得
ず
。
故
に
砦
を
減
じ
て
四
算

　

に
し
て
宦
を
得
せ
し
む
)

と
あ
る
。

こ
の
応
劭

の
注

に
よ
る
と
、
十
算
は
十
万
す
な
わ
ち

一
算
は

一
万
で
、

従
来
吏

に
な
る
資
格
と
し
て
十
万
銭

の
資
産
を
所
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た

が
、
広
く
清
廉
な
人
材
を
求
め
る
た
め

に
資
産

の
額
を
四
万
銭
に
引
き
下
げ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ

に
し
て
も
吏
と
な
る
に
は

一
定
の
資
産

を
有
す
る
こ
と
が
必
要
条
件
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
様
な
事
例
は
木

簡

の
中

に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
簡

11

日
年
廿
八

富
史
有
鞍
馬
弓
横
、
願
復
為
候
史
口
　

　
一
=

四

・
五
七

　

こ
れ
は
百
石
以
下

の
少
吏

の
場
合
で
あ
る
が
、
年
齢
二
十
八
歳

の
某

は
富

史

で
、
鞍
馬
と
弓
欖

(弓
入
れ
)
を
所
持

し
て
お
り
、
候
史

の
官
職
に
復
帰
す
る
こ

と
を
願

い
出
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
富
史
と
は
資
産

を
有

す

る
史

(
書

記
)

の
こ
と
で
、
そ

の
彼
が
更
に
鞍
馬
と
弓
欖
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
有
資
格

者
の
条
件
と
し
て
願

い
出
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
木
簡

11
は
上
下
が
失
わ
れ
て
い
る

た
め
に
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
私
見
で
は
本
人
の
願
い
出
を
受
け
た
甲
渠

候
官
が
居
延
都
尉
府
に
提
出
し
た
上
申
文
書

の
一
部
で
は
な
い
か
と
考

え

て

い

る
。
そ
し
て
反
対
に
貧
寒
な
る
を
以
て
免
職
さ
せ
ら
れ
て
い
る
事
実
も
、
居
延
新

簡

に
よ

っ
て
初
め
て
知
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち

　
簡

12

第
十
燧
長
田
広
　
　
貧
寒
罷
休
　

　
当
還
九
月
十
五
日
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
一
　二

・
一
一九
六

　
簡

13
　
第
十

一
燧
長
張
岑
　
　
貧
寒
罷
休
　
　
当
還
九
月
十
五
日
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二

・
二
九
七

　
簡

14
　
乗
第
十
二
、
卅
井
燧
長
巳
口
　
　
貧
寒
罷
休
　
　
当
還
九
月
十
五
日
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二

・
二
九
八

　
簡
15
　
乗
第
廿
、
卅
井
燧
長
張
翕
　
　
貧
寒
罷
休
　
　
当
還
九
月
十
五
目
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二

・
三
〇

一
A

　
簡
16
　
第
廾
黍
燧
長
薛
隆
　

　
貧
寒
罷
休
　

　
当
還
九
月
十
五
日
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二

・
三
〇

二

　
簡
17
　
口
口
恭
　

　
貧
寒
罷
休
　

　
当
還
九
月
図
　
　
E
P
F
二
一
一
・
三
〇
三

　
右

の
六
枚
は
全
て
同
筆
で
あ
り
、
発
見
場
所
の
F
二
二
は
甲
渠
候
官

の
文
書
収

蔵
庫
址
で
あ
る
こ
と
か
ら
冊
書
で
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

い
ず
れ

も
貧
し
い
こ
と
を
意
味
す
る
貧
寒
と
い
う
判
定
に
よ

っ
て
罷
休
、
す
な
わ
ち
免
職

さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
罷
休
が
免
職
で
あ
る
こ
と
は
、
邪
義
田
氏
も
指
摘
す

　
　
　

　

る
よ
う
に
、
簡
16
の
罷
休
し
た
燧
長
薛
隆
は

　
簡
18
　
燧
長
常
業
代
休
燧
長
薛
隆
、
丁
卯
餔
時
到
官
、
不
持
府
符

・
謹
験
問
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二

・
一
七
〇

の
薛
隆
と
同

一
人
物
で
あ
り
、
彼
に
代
わ

っ
て
新
し
く
別
の
燧
長
常
業
が
任
命
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
、
吏

は
貧
寒
と
判
定
さ

れ
る
と
免
職
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
初
め
て
明
ら
か
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
で

は
右
の
貧
寒
罷
休
の
冊
書
に
見
ら
れ
る
貧
寒
は

一
体
何
を
基
準
に
判
定
さ
れ
た
も
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の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る

の
は
、
先

に
引
用
し
た
景
帝
後
元
元
年
の

詔

に
言
う
と
こ
ろ
の
砦
算
四
、
す
な
わ
ち
資
産
四
万
銭

の
基
準
で
あ
る
。
し
か
し

貧
寒
の
判
定
に
こ
の
基
準
が
適
用
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
木

簡
資
料
を
見
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
前
漢

後
期
か
ら
王
莽
を
経
て
後
漢
の
初
期
に

至
る
ま
で
辺
境
に
勤
務
す
る
吏

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　　　
一

暮
ら
し
が
豊
か
で
あ

っ
た
と
は
、

必
ず
し
も
言
え

な

い
か
ら

で
あ

る
。

　
居
延
漢
簡
は
、
漢
代
辺
境

に
勤

務
す
る
吏
卒
の
経
済
生
活

の
実
態

を
知
る
上

で
も
極
め
て
貴
重
な
史

料
で
あ
る
。
中
で
も
注
目
さ
れ
る

の
が
貰

売

(掛
け
売
り
)
、
貰
買

(
掛
け
買

い
)

に
関
わ
る
文
書
や

記
録
の
存
在
で
あ
る
。
従
来
よ
り

こ
れ
ら
の
史
料
を
用
い
て
漢
代
辺

境
の
吏
卒
の
経
済
生
活
に
つ
い
て

の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ

の
一
つ
に
角
谷
常
子

「居
延
漢
簡

に
み
え
る
売
買
関
係
簡
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
(
『東
洋
史
研
究
』
五

二
i
四
、

一
九

九
四
年
)

が
あ

る
。
角
谷
氏
は
、
こ
の
論
文
中
に

売
手

(債
権
者
)
と
買
手

(債
務

簡番号

4

　
　君
0
　
　1
亠
　
4

　
　に
U

a

3
.
跪

跪

鍬

　　　112.27

　　　?32.36

217.15=19

者
)
、

取
り
引
き
商
品
と
そ
の
金
額
を
記
し
た

一
覧
表
を
掲
載
し
て
い
る
。

そ
こ

で
こ
の
表
を
借
用
し
、
債
権
者
と
債
務
者
お
よ
び
物
品
名
等
の
三
者
が
明
ら
か
な

事
例
を
抽
出
し
て
表
示
し
た
の
が
、
吏
卒
の
貰
売
表
で
あ
る
。
な
お
表
中

の
番
号

は
角
谷
論
文
中

の
一
覧
表
の
通
し
番
号
、　
(
　
)
内
の
数
字
は
金
額

で
あ
る
。

17

　7

29

　5

13

ao

25.

258.

262.

282.

287.

311.

　　　　 甲 附22

EPT51.　 8

EPT51.70

EPT51.＄4

EPT51.122

EPT51.249

EPT51.329

EPT52.88

EPT52.」.」.O

EPT53.73

EPT56.　 9

EPT56.　 YO

EPT59.　 7

EPT59.II4

EPT59.645

物 品名 ほか

舎 銭(2330)

麦

裘1(750>

馬(9500)

早 練(1200)

鶉 縷(1000)

繕 布

鎌1丈(360)

布 複 袴 、複 襦

剣(650)、 裘(380)

阜 布 章 単 衣(353)

九 稷 曲布3匹(1000)

八 椶 布1匹(290)

八 稷 布8匹(1800)

官袍(1450)

長 襦

粟3石

剣(800)

縹 複 袍(1100)

糸 絮(300)

布

菱(600)

衣 物 銭(計5100)

牛(3500)

袍 、 襲

七 稷 布3匹(1050)

鉄 斗(90)、 刀(30)、 綻 績(25)

粟7斗 、 早 布4尺

練 襦(830)
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債務者

報
報

卒
糠

糠

灘

卒
民
民
民
齦
卒
齦
民
殿
民
飫
鬣

嚴
齦
民
鬣

齦

債権者

鬣

卒

徽

卒

卒

民

卒

卒

卒

駛

卒

卒
卒

卒

卒

讐

卒

卒

卒

齦

卒

駆

卒

卒

卒

卒

卒

番号

-
亠　

9
自
　

り
δ
　
4

　
　5

　

0
0

11

16

17

18

19

21

23

24

25

28

30

31

32

35

37

41

42

43

45

46

51

54

56

吏卒の貰売表
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窓史

　
角
谷
論
文
で
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
表
を
見
る
限
り
に
お
い

て
も
、
債
権
者
が
卒
で
債
務
者
が
吏
と

い
う
ケ
ー
ス
が
二
九
例
中

の
一
四
例
と
圧

倒
的
に
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
際

の
取
り
引
き
の
物
品
と
し
て
は
裘

(
か
わ
ご
ろ
も
)
、
袍

(
わ
た
い
れ
)
、
襲

(
う
わ
ぎ
)
、
綺

(ズ
ボ
ン
)、
襦

(
は

だ
ぎ
)
な
ど
の
衣
類
と
、
練
や
繚
や
布
な
ど
の
帛
布
の
類
が
大
部
で
、
他
に
は
剣

や
刀
や
鉄
斗
、
粟
ま
で
が
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
金
額
は
最
高
で
五

一
〇
〇

銭
、
最
低
で

一
四
五
銭
、
平
均
す
る
と

一
件
当
た
り
約

二
二
〇
〇
銭
で
あ
る
。
当

　
　
　
　
　

ゆ

時

の
吏

の
月
俸
を
見
る
と
、
候
長
で

一
二
〇
〇
銭
、
燧
長
や
令
史
や
候
史
で
六
〇

〇
銭
～
九
〇
〇
銭
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
金
額

は
候
長
で
お
よ
そ

一
か
月
分
、
燧

長
な
ど
で
は
二
か
月
分
の
月
俸
に
相
当
す
る
。

　
漢
代
、

辺
境

に
勤
務
す
る
吏
卒

の
う
ち
、

卒
の
多
く
は
内
郡
の
出
身
者

で
あ

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
候
長
や
燧
長
な
ど
百
石
以
下

の
少
吏
は
現
地
辺
郡
の
出
身

者
で
あ
る
。
そ
し
て
卒
に
は
食
糧
と
し
て
の
穀
物
や
衣
服
や
武
器
が
官
給
さ
れ
る

ほ
か
に
、

出
身
地

の
内
郡
か
ら

送
ら
れ
て
く
る
銭
や
私
物

の
衣
類
が
あ
る
。

他

方
、
吏
に
は
月
俸
と
食
糧
が
官
給
さ
れ
る
以
外
、
他
は
全
て
自
弁
で
あ
る
。
吏
卒

の
貰
売
表
で
見
た
よ
う
に
卒
が
債
権
者

で
吏
が
債
務
者
と
な
る
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的

に
多
い
の
は
、
正
に
裕
福
な
卒
と
貧
窮
し
た
吏

の
対
照
的
な
姿
を
浮
き
彫
り
に
し

て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。
貰
売
に
関
係
し
た
文
書
や
記
録

の
作
成
過
程
に
つ
い
て

は
な
お
不
明
な
点
が
あ
り
、
ま
た
資
料

の
残
存
す
る
度
合
い
に
つ
い
て
も
問
題
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時
の
辺
境

の
吏
の
経
済
生
活

の
大
体
は
窺
い
知
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
居
延
漢
簡
中
に
見
え
る

「部
吏

多
く
貧
急
す
」　
(
E
P
T
五
九

・
五
六
)
と
か

「貧
急

に
し
て
自
ら
給
す
る
こ
と

能
わ
ず
」　
(
E
P
T
五
八

・
三
〇
)
と
か
、
ま
た

「今
、
騎
士
は
皆
穀
三
石
を
出

し
、
以
て
寒
吏
に
食
わ
す
」　
(
E
P
T
六
五

・
五
三
A
)
と
い

っ
た
記
事
が
、
現

実
の
こ
と
と
し
て
迫

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
思
う
に
、
吏
に
な
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
資
産

の

あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
し
か
し
先
の
簡
12
～
簡

17
の

如
き
貧
寒
罷
休

の
吏
は
、
景
帝

の
後
元
二
年
の
詔
に
あ
る
資
産
四
万
銭
以
上

の
吏

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
詔
で
意
識
し
て
対
象
と
し
て
い
る
吏
は
勅
任
官

の
長

吏
で
あ

っ
て
、
決
し
て
百
石
以
下

の
少
吏
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た

が

っ
て
少
吏

の
貧
寒
罷
休
の
判
定
は
資
産
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
現
実
に
吏
と

し
て
当
然
具
有
す
べ
き
衣
服
や
武
器
を
欠
く
よ
う
な
状
態
に
陥

っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な

っ
た
時
点
に
お
い
て
、
行
わ
、れ
た
も
の
と
考
え
る
。

で
は
そ
の
時
期

は
何

時
で
あ

っ
た
の
か
。

　
そ
こ
で
貧
寒
罷
休

の
判
定

の
時
期
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
今

一
度
、
簡
12
～
簡

17
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

そ
こ
に
は
各
人
に
共
通
し
た

「当
還
九
月
十
五
日

食
」

の
文
言
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
言
う

「
当
に
還
す
べ
し
」
と
は
、
既
に
支
給

さ
れ
て
い
る
食
糧
と
し
て
の
穀
物
を
返
還
せ
よ
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
食
糧
は
前

月
の
月
末
か
或
は
当
月
の
初
め
に
、

一
か
月
分
が
支
給
さ
れ
た
。

　
簡
19
　
止
害
燧
卒
孫
同
　
二
月
食
三
石
三
斗
三
升
少
　
正
月
乙
酉
自
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七

・
二

　
簡
20
　
第
六
燧
長
皇
隆
　
正
月
食
三
石
　
正
月
辛
巳
自
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二

・
八
三

　
簡
19
は
二
月
の
食
糧
を
前
月
の
正
月
中
に
受
取

っ
た
例
、
簡
20
は
正
月
の
食
糧

を
当
該
月
の
正
月
に
受
取

っ
た
例
で
あ
る
。
そ
し
て
吏

の
罷
休
が
決
定
し
、
そ
れ

が
月
の
前
半
月
内

の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
支
給
済
み
の
後
半
月
分
す
な
わ
ち
半
分
を

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
、
次
の
木
簡

か
ら
知
ら
れ
る
。

　
簡
21
　
貧
寒
燧
長
夏
口
等
罷
休
、
当
還
入
十
五
日
食
石
五
斗
、
各
如
牒
、
檄
到

106
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口
付
　
　
　
E
P
F
二
二

・
二
九
四

　
こ
れ
は
燧
長
で
食
糧
の
月
額
三
石
の
場
合
で
あ
る
が
、
貧
寒
と
判
定
さ
れ
た
燧

長
の
夏
口
ら
が
免
職
に
な
り
、
既
に
支
給
さ
れ
て
い
た
食
糧
の
半
月
分
す
な
わ
ち

一
石
五
斗
の
返
還
を
命
じ
た
書
檄

の
一
部
で
あ
る
。
支
給
済
み
の
半
月
分
で
あ

る

か
ら
後
半
月
の
食
糧
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
返
還
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
、
貧
寒
の
判
定
は
当
該
月
の
十
五
日
も
し
く
は
そ
れ
以
前
で
あ

っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
こ
の
簡
21
を
参
考
に
し
て
先
の
貧
寒
罷
休
の
冊
書
を
考
え
る
と
、

「当
還
九
月
十
五
日
食
」
と
は
、
九
月
十
五
日
も
し
く
は
そ
れ
以
前
に
貧
寒
に
よ

っ
て
免
職
に
な

っ
た
た
め
に
、
既
に
支
給
済
み
の
九
月
の
後
半
十
五
日
分

の
食
糧

の
返
還
を
命
じ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
漢
代
で
は
九

月
が
会
計
年
度
末

に
当
た

っ
て
お
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
吏
の
考
課
す
な
わ
ち
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

務
評
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
簡
22
　
甲
渠
言
、
謹
験
問
尉
史
張
認
、
燧
長
張
宗
砦
産
、
挧
宗

各
有

大
車

一

　
　
　
　
　
輛
、
用
牛
各

一
頭
、
余
以
使
相
日

　
　
　
E
P
F
二
二

・
六
五
七

　
こ
れ
は
甲
渠
候
官
長
で
あ
る
甲
渠
郵
候

の
責
任
に
お
い
て
所
属
の
尉
史
の
張
調

と
燧
長
の
張
宗
の
砦
産
を
調
査
し
、
そ

の
結
果
を
報
告
し
た
上
申
文
書
の

一
部
で

あ
る
。
私
見
で
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
累
重
砦
直
官
簿
や
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿

の

作
成
の
時
期
は
少
な
く
と
も
二
回
あ

っ
た
と
考
え
る
。

一
つ
は
今
問
題
に
し
て
い

る
年
度
末
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
年
度
末

に
な
る
と
候
官
長
の
責
任
で
所
属
の
吏

の

資
産
調
べ
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
考
課

の
資
料
の

一
つ
と
し
て
吏
の
任
免
に
利
用
さ

れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
際
に
家
族
構
成

や
経
歴
も
併
せ
て
記
録
さ
れ
た
。

二
つ
目

は
罷
免
も
含
め
て
広
く
吏
の
任
用
全
般

に
関
わ
る
時
期
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
、
改

め
て
該
簿
の
作
成
月
を
見
て
み
る
と
簡
3
は
二
月
、

簡
4
は
五
月
、

簡
5
は
六

月
、
簡
7
は
四
月
と
あ

っ
て
、
知
り
得

る
史
料
を
見
る
限
り
で
は
、
い
ず
れ
も
年

度

の
中
間
月
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
該
簿
が
吏
の
任
用
に
関
係
す
る
時
期

に
作
成
さ
れ
る
と
見
る
有
力
な
証
拠
に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
と
の
み
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
貧
寒
罷
休
の
冊
書
は
年
度
末
の
作
成
に
違

い
な

い
と
見

る

が
、
年
度
末
に
は
全
く
作
成
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
該
簿
の
作
成
時
期

に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
が
、
こ
れ
は
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

　
以
上
、
吏

の
任
用
と
資
産
に
つ
い
て
縷
縷
述
べ
て
き
た
が
、
で
は
何
故
吏
と
な

る
に
は
資
産
が
必
要
で
あ

っ
た
の
か
。
最
後
に
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
締
め
括
り
と

す
る
。
先
に
引
用
し
た
景
帝
後
元
二
年
の
砦
算
減
額
の
詔
の
応
劭
の
注
に
、　

「古

は
吏

の
貪
を
疾
む
、
衣
食
足
り
て
栄
辱
を
知
る
」
と
あ
る
。

「衣
食
足
り
て
栄
辱

を
知
る
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

『管
子
』
牧
民
篇
に
見
え
る
こ
と
ば
で
、
衣

食
す
な
わ
ち
着
る
こ
と
と
食
べ
る
こ
と
が
十
分
に
足
り
て
生
活
に
何
の
心
配
も
な

く
な
れ
ば
、
お
の
ず
と
名
誉
を
重
じ
恥
辱
を
知
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
吏
の
任
用
に
際
し
て
資
産

の
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
背
景
に
は
、
先
ず

こ
の
よ
う
な
中
国
古
来

の
伝
統
的
な
思
想
が
あ

っ
た
。
同
時
に
吏
は
民
の
師
表
と

な
る
べ
き
者
で
あ
り
、
身
分
相
応

の
身
繕
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思

想
も
あ

っ
た
。　
『漢
書
』
五
、
景
帝
紀
の
中
元
六
年
五
月
の
詔
に
、
次
の
よ
う
に

見
え
て
い
る
。

　
夫
吏
者
、
民
之
師
也
、
車
駕
衣
服
宜
称
。
吏
六
百
以
上
、
皆
長
吏
也
。
亡
度
者

　
或
不
吏
服
、
出
入
閭
里
、
与
民
亡
異
。
令
長
吏
二
千
石
車
朱
両
幡
、
千
石
至
六

　
百
石
朱
左
輜
。
車
騎
従
者
不
称
其
官
衣
服
、
下
吏
出
入
閭
巷
亡
吏
体
者
、
二
千

　
石
上
其
官
属
、
三
輔
挙
不
如
法
令
者
、
皆
上
丞
相
御
史
請
之

(夫
れ
吏
た
る
者

　

は
、
民
の
師
な
り
、
其
の
車
駕

・
衣
服
は
宜
し
く
称
う
べ
し
。
吏
六
百
石
以
上

　

は
、
皆
長
吏
な
る
も
、
度
亡
き
者
或
は
吏

の
服

に
あ
ら
ず
し
て
、
閭
里
に
出
入

　

し
、
民
と
異
る
亡
し
。

長
吏

二
千
石
を
し

て
車
は
両
幡

(車

の
両
側

の
お
お
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い
)
を
朱
に
し
、
千
石
よ
り
六
百
石

に
至
る
ま
で
は
左
幡
を
朱
に
せ
し
む
。
車

　
騎
の
従
者
に
し
て
、
其

の
官

の
衣
服

に
称
わ
ず
、
下
吏
の
閭
巷
に
出
入
し
て
吏

　
の
体
の
亡
き
者
は
、
二
千
石
は
其

の
官
属
を
上
ま
つ
り
、
三
輔
は
法
令
の
如

か

　
ら
ざ
る
者
を
挙
げ
、
皆
丞
相
御
史
に
上
ま
つ
り
て
之
を
請
え
)

　
民
の
模
範
と
な
る
吏
は
身
分
相
応

の
車
に
乗
り
か
つ
衣
服
を
着
用
す
べ
き
こ
と

を
命
じ
、
違
背
し
た
者
は
罰
す
る
と
し
た
こ
の
景
帝
の
詔
は
、　
『漢
書
』

に
よ
る

と
、
当
時
吏
は
軍
功
が
あ

っ
て
も
車
や
衣
服
が
粗
末
で
軽
薄
で
あ

っ
た
た
め
に
発

布
さ
れ
た
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
吏
と
し
て
の
威
厳
を
保
つ
た
め
に
調
達
さ
れ
る

車
や
衣
服
は
、
全
て
自
弁
で
あ

っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
資
産
が
無
け
れ
ば
吏

に

は
な
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

に
か
え
て

　
居
延
旧
簡
の
釈
文
公
刊
時
か
ら
い
ち
早
く
注
目
さ
れ
、
そ
の
内
容
と
と
も
に
史

料

の
性
格
が
論
議
さ
れ
て
き
た
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
は
、
本
論
で
考
察
し
た
如
く
居

延
新
簡

の
発
見
に
よ

っ
て
累
重
砦
直
官
簿

を
構
成
す
る
簡

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
ま
た
累
重
砦
直
官
簿
は
伐
閲
砦
直
累

重
官
簿

の
如
く
伐
閲
簿
と
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
吏
の
身
分
や
資
格
更

に
は
吏

の
任
用
に
関
係

の
あ

る
身
上
記
録
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
居
延
新
簡
の
発

見
に
よ

っ
て
、
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡

の
性
格

が
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
は
、
大
き
な

収
穫
で
あ

っ
た
。
し
か
し
長
年
の
疑
問
が
解
決
を
見
た
反
面

で
、
新
た
な
疑
問
や

問
題
も
ま
た
生
じ
て
き
た
。
本
論
中

で
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
累

重
砦
直
官
簿
や
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
が
吏

の
資
格
や
任
用
に
関
係
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
簿
書
は
何
時
の
時
点
で
作
成
さ

れ
た
か
と
い
う
簿
書
作
成
時
期
の
疑
問

が
あ
る
。
ま
た
辺
境
の
吏
に
見
ら
れ
る
貧
寒
罷
休
と
な
る
条
件

は
何
だ

っ
た

の

か
、
関
連
し
て
景
帝
の
詔

の
資
産
四
万
銭
は
辺
境
の
吏
に
は
適
用
さ
れ
な
か

っ
た

と
考
え
た
が
、

で
は
彼
ら
が
任
用
さ
れ
る
際
の
資
産
の
規
準
は
何
で
あ

っ
た
の
か

と
い

っ
た
疑
問
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
歴
史
事
実
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
が
、
他

方
木
簡

の
集
成
と
い
う
面
で
も
大
き
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
と
言
う

の
は
、
本
来
木
簡

の
大
部
分
は
紐
で
上
下
を
編
綴
し
た
冊
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
歳
月
を
経
る
う
ち
に
紐
が
朽
ち
て
木
簡

は
ば
ら
ば
ら
に
な

り
、
か
つ
簡
は
切
断
さ
れ
て
今
日
見
る
も
の
の
殆
ど
が
断
簡

で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
断
簡
を
有
効
か
つ
正
確
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
可
能
な
限
り
本
来

の
冊
書
の

姿

に
復
原
す
る
作
業
が
必
須
で
あ

っ
た
。
筆
者
も
か
つ
て
帳
簿
を
対
象
と
し
て
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭

り
上
げ
、
表
題
簡
に
基
づ
い
て
か
な
り
の
数
の
簿
書

の
復
原
を
試
み
て
き
た
が
、

そ
の
際
に
原
則
と
し
た
の
は

一
事

一
簿
、
す
な
わ
ち

一
つ
の
内
容
に
つ
い
て

一
つ

の
簿
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
、
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
が

発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
累
重
砦
直
は
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
が
該
当

す

る
と

し

て

も
、
そ
れ
に
伐
閲
が
付
加
し
た
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
と
は

一
体
ど
の
よ
う
な
様
式

を
備
え
て
い
た
の
か
。
別
に
伐
閲
簿
が
単
独
で
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
累

重
砦
直
簿
に
伐
閲
簿
を
足
し
た
も

の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く
様
式
を
異
に
す
る

今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
簿
書
な
の
か
。
木
簡
整
理
の
基
本
で
あ
る
集
成
作
業
の

上
で
も
、
新
た
な
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
新
資
料
の
発
見
が
問
題
を
解
決
す
る

一
方
で
、
新
た
な
疑
問
や
問
題
を
生
み
出

す
。
そ
れ
が
木
簡
研
究

の
も
つ
宿
命
で
あ
り
、
ま
た
難
し
さ
で
も
あ
る
。

註①

居
延

旧
簡

の
簡
番
号

で
あ

る
。
以
下
同

じ
。

②

米
田
賢
次
郎

「居
延
漢
簡
と
そ

の
研
究
成
果
」

(
『
古
代
学
』

三
ー
二
、

一
九

五
四

　
年
)
。

宇
都
宮
清
吉

「僮
約
研
究
」　
(
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
論
集
』

第
五
、

史
学
第
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礼忠簡と徐宗簡研究の展開

　

二
、

一
九
五
三
年
。

同
氏

『漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
所
収
)。

佐
藤
武
敏

「漢
代

の

　

戸

口
調
査
」

(
『
集
刊
東
洋
学
』

一
八
、

一
九
六
七
年
)
。
楠

山
修
作

「
漢
代
の
賦

の
意

　
味
に
つ
い
て
1

平
中
説
批
判
1

」　
(『和
歌
山
県
高
等
学
校
社
会
科
研
究
協
会
会

　

報
』

二

一
、

一
九

六
八
年
。
同
氏

『
中
国
古
代
史
論
集
』
所
収
)
。

③

居
延
新
簡

の
簡
番
号
で
あ

る
。
以
下
同
じ
。

④

累
重
砦
直
官
簿

お
よ
び
後
述

の
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
等

に

つ

い

て

は

邪
義
田
氏
が

　

「
従
居
延
漢
簡
看
漢
代
軍
隊
的
若
干
人
事
制
度
」
　
(
『新
史
学
』

三
-

一
、　

一
九
九

二

　

年
)
に
取
り
上
げ

て
い
る
。
併

せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。

⑤

官
簿

は
、
程
方
進
伝
の
記
事

か
ら
後
述
す

る
伐
閲
簿
を
指
す
と
見
る
こ
と
も
出
来
る

　

が
、
し
か
し
こ
れ
ま
た
後

に
挙
げ
る
簡

4
と
簡
5

の
史
料
で
は
伐
閲
と
官
簿
が
併
記
さ

　

れ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
官
簿

は
個
人

の
記
録
簿
と
理
解

し
て
お
く
。

⑥

大
庭
脩

「
漢
代
に
お
け

る
功
次
に
よ
る
昇
進

に
つ
い
て
」

『
東
洋
史
研
究
』

=

一ー

　

三
、

一
九

五
三
年

、
同
氏

『
秦
漢
法
制
史

の
研
究
』
所
収
。
な
お
近
年

の
注
目
す
べ
き

　
功
労

の
研
究
に
佐
藤
達
郎

「
功
次
に
よ
る
昇
進
制
度

の
形
成
」
　
(『
東
洋
史
研
究
』

五

　

八
-

四
、

二
〇
〇
〇
年
)
が
あ
る
。

⑦

注
④
を
参
照
。

⑧

吏

の
月
俸

に

つ
い
て
は
陳
夢
家

「
漢
簡
所
見
奉
例
」

(
『
漢
簡
綴
述
』
中

華

書

局
、

　

一
九
八
〇
年
)
、

佐
原
康
夫

「
居
延
漢
簡
月
俸
考
」
　
(
『
古
史
春
秋
』

五
、　

一
九
八
八

　
年
)
を
参
照
。

⑨

　

一
般
的
に
は
鎌

田
重
雄

「郡
国

の
上
計
」
　
(
『
秦
漢
政
治
制
度

の
研
究
』

所
収
、

日

　
本
学
術
振
興
会
、

一
九
六
二
年
)

で
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
居
延
漢
簡
で
も
年

　
度
末
に
な
る
と
吏
に
た
い
し
て
弓
射
の
試
験
ー

秋
射
と
い
う
ー

が
行
わ
れ
て
勤
務

　
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ

て
い
る
。
注
⑥

の
大
庭
論
文

を
参
照
。

⑩

拙
書

『
居
延
漢
簡

の
研
究
』

(
東
洋
史
研
究
叢
刊

四

一
、
同

朋
舎
、

一
九
八
九
年
)

　

の
第
-
部
。

　

(
本
論

文
は

一
九
九
五
年
東
洋
史
研
究
会
大
会

に
お

い
て

「礼
忠
簡
と
徐
宗
簡

再
論
」

　
と
題

し
て
発
表
し
た
内
容

に
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
)
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